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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
古
物
営
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年

四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付
の
申
請
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
許
可

証
の
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
主
た
る
営
業
所
（
営
業
所
の
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
又
は
居
所
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
古
物
市
場
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
別
記
様
式
第
一
号
の
新
許
可
証
交
付
申
請

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の
旧
許
可
証
一
覧
表
と
す

る
。

（
旧
法
の
規
定
に
よ
る
行
為
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
古
物
営
業
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
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し
た
許
可
の
取
消
し
（
二
以
上
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
営
業
所
又
は
古
物
市
場
を
有
す
る
古
物
商
又
は
古
物
市
場

主
に
対
し
、
旧
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
公
安
委
員
会
の
う
ち
一
部
の
公
安
委
員
会
が
し
た
許
可
の
取
消
し
を
除

く
。
）
は
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
し
た
許
可
の
取
消
し
と
み
な
す
。

２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
法
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
し
た
営
業
の
停
止
そ
の
他
の
処
分
（
旧
法
第
二
十
四

条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
を
除
く
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
の
相
当
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
し
た
営
業
の
停
止
そ

の
他
の
処
分
と
み
な
す
。

３

旧
法
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
許
可
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
方
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
許
可
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

旧
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請

新
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
（
当
該
申
請
を
し
た
者
が

改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
公
安
委
員
会
か
ら
旧
法
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
）
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旧
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請

新
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
（
当
該
申
請
を
し
た
者
が

改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
公
安
委
員
会
か
ら
旧
法
第
三
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
）

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
旧
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
が
新
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可

の
申
請
と
み
な
さ
れ
る
場
合
、
当
該
許
可
の
申
請
を
行
っ
た
者
は
、
改
正
法
の
施
行
後
遅
滞
な
く
、
そ
の
主
た
る
営
業
所
又

は
古
物
市
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
、
主
た
る
営
業
所
又
は
古
物
市
場
そ
の
他
の
営
業
所
又
は
古
物
市
場
の

名
称
及
び
所
在
地
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
主
た
る
営
業
所
又
は
古
物
市
場
の
所
在
地
の

所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
別
記
様
式
第
三
号
の
主
た
る
営
業
所
等
届
出
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
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